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■問合せ　ウォーターランド南条  ☎ 47－3711 検  索ウォーターランド南条

ウォーターランド通信

　
少
し
ず
つ
春
の
気
配
が
感
じ
ら
れ
、
カ
ラ
ダ
を
安
心
し
て
動

か
す
こ
と
が
出
来
る
季
節
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　
ウ
ォ
ー
タ
ー
ラ
ン
ド
南
条
は
、
町
内
の
皆
様
の
健
康
づ
く
り

を
応
援
し
ま
す
。

 
★
お
け
い
こ
体
験
会
を
開
催
し
ま
す 

　
日
　
時　
３
月
20
日（
月
・
祝
）午
前
10
時
〜

　
内
　
容　

 

フ
ラ
ダ
ン
ス（
ジ
ュ
ニ
ア
・
一
般
）や
ス
イ
ミ
ン
グ

な
ど
新
し
い
教
室
を
中
心
に
体
験
会
を
行
い
ま
す
。

　
　
　
　
※ 
詳
細
に
つ
い
て
は
、
チ
ラ
シ
や
Ｈ
Ｐ
等
で
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

　
　
　
　
※
事
前
予
約
が
必
要
で
す
。

 

★
春
か
ら
の
ジ
ュ
ニ
ア
会
員
　
大
募
集
！ 

○
ジ
ュ
ニ
ア
教
室

　
☆
複
数
回
受
講
が
大
変
お
得
で
す
。

　
　
週
１
回　
月
会
費　
４
、０
５
０
円（
税
込
）

　
　
週
２
回　
月
会
費　
５
、９
４
０
円（
税
込
）

　
　
週
３
回　
月
会
費　
６
、７
５
０
円（
税
込
）

　
　
　
　
※ 

ス
イ
ミ
ン
グ
と
ダ
ン
ス
や
ア
ス
リ
ー
ト
ク
ラ
ブ
な

ど
、
い
ろ
い
ろ
な
教
室
を
組
み
合
わ
せ
て
の
利
用

も
可
能
で
す
。

 

★
う
み
り
ん
杯 

第
20
回 

お
お
い
町
水
泳
競
技
大
会
に
参
加
し
ま
し
た 

　
１
月
22
日（
日
）お
お
い
町
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
セ
ン
タ
ー
で
開
催

さ
れ
た「
う
み
り
ん
杯
」に
ジ
ュ
ニ
ア
選
手
コ
ー
ス
メ
ン
バ
ー
が

参
加
し
、
上
位
入
賞
を
果
た
し
ま
し
た
。

　
無
差
別
女
子
２
０
０
ｍ
フ
リ
ー
リ
レ
ー
で
は
、
県
新
記
録
で

優
勝
し
ま
し
た
。

　
入
賞
さ
れ
た
皆
さ
ん
、
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

☆ 

詳
し
く
は
、
ウ
ォ
ー
タ
ー
ラ
ン
ド
南
条
へ
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

　
皆
様
の
お
越
し
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

　国民年金は、老後やいざという時の生活を、現役世代みんなで支えようという考えで作られた仕組み
です。具体的には、若い時に公的年金に加入し保険料を納め続けることで、老後や病気・怪我で障害が残っ
た時、家族の働き手が亡くなった時に年金を受け取ることが出来る制度です。
◎将来の大きな支えになります
　 　国民年金は 20歳から 60歳までの人が加入し、保険料を納める制度です。国が責任を持って運営す
るため安定していますし、年金の給付は生涯にわたって保証されます。

◎老後のためだけのものではありません
　 　国民年金には、老齢年金の他に障害年金や遺族年金もあります。障害年金は、病気や事故で障害が残っ
た時に受け取れます。また、遺族年金は、加入者が死亡した場合、その加入者により生計を維持され
ていた遺族（「子のある配偶者」や「子」）が受け取れます。

★「学生納付特例制度」
　 　学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付
が猶予される制度です。

★「納付猶予制度」
　 　学生でない 50歳未満の方で、ご本人および配偶者の所得が一定額以下の場合に、国民年金保険料の
納付が猶予される制度です。

　国民年金のご相談・手続き等については、武生年金事務所または町民税務課までお問い合わせください。

■問合せ  武生年金事務所 ℡ 23－1124
　　　　  町民税務課 ☎ 47－8015年 金 の お 知 ら せ

20 歳になったら国民年金


